






― 46 ―



― 47 ―



㸱 長崎大学大学院⤒῭学◊✲⛉つ⛬ 

ᖹ成１６ᖺ４᭶１᪥ 

⤒῭学研究科規程第１ྕ 

（㊃᪨） 

第１条 この規程は，長ᓮ大学大学院学則（ᖹ成１６ᖺ学則第２ྕ。以ୗࠕ学則ࠖという。）及び長ᓮ大学学

位規則（ᖹ成１６ᖺ規則第１１ྕ。以ୗࠕ学位規則ࠖという。）に定めるものの࡯か，長ᓮ大学大学院⤒῭

学研究科（以ୗࠕ研究科ࠖという。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（研究科の目ⓗ） 

第２条 研究科は，⢭῝な学㆑୪びに科学ⓗ及びయ⣔ⓗな⌮ㄽを授けることにより，⤒῭♫఍において必要な

㧗ᗘのᑓ㛛▱㆑及び研究⬟ຊを有する人ᮦを育成し，⤒῭♫఍のⓎᒎに資することを目ⓗとする。 

（ᑓᨷ，課程及び履修ࢫ࣮ࢥ୪びにᑓᨷの目ⓗ） 

第３条 研究科のᑓᨷ及び課程は，ḟのとおりとする。 

ᑓᨷ 課程 

⤒῭⤒Ⴀᨻ⟇ᑓᨷ ༤ኈ前ᮇ課程 

⤒ႠពᛮỴ定ᑓᨷ ༤ኈᚋᮇ課程 

２ ⤒῭⤒Ⴀᨻ⟇ᑓᨷにḟの履修ࢫ࣮ࢥを設ける。 

ᑓᨷ 履修ࢫ࣮ࢥ 

⤒῭⤒Ⴀᨻ⟇ᑓᨷ 研究ࢫ࣮ࢥ 

⤒Ⴀ学修ኈࢫ࣮ࢥ 

３ ⤒ႠពᛮỴ定ᑓᨷにḟの教育研究ศ㔝を⨨ࡃ。 

ᑓᨷ 教育研究ศ㔝 

⤒ႠពᛮỴ定ᑓᨷ ពᛮỴ定基♏ 

ពᛮỴ定応⏝ 

４ ྛᑓᨷの教育研究上の目ⓗは，ḟのとおりとする。 

��� ⤒῭⤒Ⴀᨻ⟇ᑓᨷは，♫఍ⓗᯟ⤌ࡳの෌編が㐍む୰，ከ様な学ၥ㡿ᇦからの᥋㏆がồめられる⤒῭♫

఍のၥ㢟について，研究及び実㊶ⓗなゎỴにྲྀり⤌む人ᮦを育成するために，య⣔ⓗ▱㆑の教授と応⏝ຊ

のᾰ㣴，ࡦいては῝㐲なၥ㢟を㏣究する研究⬟ຊࡸ実㊶ⓗၥ㢟ゎỴ⬟ຊをᇵうこと。 

��� ⤒ႠពᛮỴ定ᑓᨷは，ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣉࢵࢺをはじめとする⤌⧊の࣮࣮ࣜࢲに必要୙可ḞなពᛮỴ定⬟

ຊを授けることにより，༑ศに研究⬟ຊを有する㧗ᗘᑓ㛛⫋業人を育成し，⤒῭♫఍のⓎᒎに資すること。 

（教育᪉法） 

第４条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位ㄽᩥ（༤ኈ前ᮇ課程の学位ㄽᩥは，教授఍が㐺当と認めた

学生にあࡗては，課㢟࣏࣮ࣞࢺとする。以ୗ同じ。）のస成等に対する指導（以ୗࠕ研究指導ࠖという。）

により⾜う。 

２ 教授఍は，授業科目の履修の指導及び研究指導を⾜うため，学生ࡈとに，指導教ဨを定める。 

３ 前項のሙྜにおいて，教授఍が教育上有益と認めるときは，１人又は２人の๪指導教ဨを定めることがあ

る。たࡔし，༤ኈᚋᮇ課程にあࡗては，２人の๪指導教ဨを定めるものとし，ࡑのうちᑡなࡃとも１人は指

導教ဨのᒓする教育研究ศ㔝以外の教ဨとする。 
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４ ༤ኈᚋᮇ課程における研究指導において，指導教ဨが必要と認めるときは，学生の研究㡿ᇦにྜࡗた教育

研究ศ㔝の教ဨを関㐃㡿ᇦ࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔として指ྡすることができる。 

（授業科目及び単位数） 

第５条 ༤ኈ前ᮇ課程における授業科目及び単位数は，別表第１のとおりとする。 

２ ༤ኈᚋᮇ課程における授業科目及び単位数は，別表第２のとおりとする。 

３ 前２項に定めるものの࡯か，教授఍においてᑂ議し，研究科長が必要と認めたときは，⮫᫬に授業科目を

開設することがある。 

（履修᪉法等） 

第６条 ༤ኈ前ᮇ課程の学生は，前条第１項に規定する授業科目のうちから，別表第３に定めるとこࢁにより，

３０単位以上を修ᚓしなけれࡤならない。 

２ ༤ኈᚋᮇ課程の学生は，前条第２項に規定する授業科目のうちから，別表第４に定めるとこࢁにより，１

６単位以上を修ᚓしなけれࡤならない。 

３ 学生は，履修する授業科目の選定に当たࡗては，指導教ဨの指導にᚑうものとする。 

４ 学生は，学位ㄽᩥのస成に当たࡗては，必要な研究指導を受けなけれࡤならない。 

第７条 ༤ኈ前ᮇ課程の学生は，教授఍においてᑂ議し，研究科長が必要と認めたときは，第５条第１項に規

定する授業科目の࡯か，学㒊の授業科目を受講することができる。 

２ 研究ࢫ࣮ࢥの学生は，指導教ဨが教育上有益であると認めたときは，⤒Ⴀ学修ኈࢫ࣮ࢥの授業科目（࣮ࢥ

。科目に限る。）から２科目４単位を限ᗘとして履修することができるࢫ

３ ⤒Ⴀ学修ኈࢫ࣮ࢥの学生は，指導教ဨが教育上有益であると認めたときは，研究ࢫ࣮ࢥの授業科目（特໬

講⩏科目に限る。）から２科目４単位を限ᗘとして履修することができる。 

４ 前２項のሙྜにおいて，修ᚓした単位は，前条第１項に規定する修ᚓす࡭き単位数には含めない。 

（履修科目のⓏ㘓） 

第㸶条 学生は，指定のᮇ᪥ࡲでに，履修しようとする授業科目をⓏ㘓しなけれࡤならない。 

２ ༤ኈ前ᮇ課程の学生が履修科目としてⓏ㘓することのできる単位数の上限は，１࣮ࢱࢫ࣓ࢭ当たり１２単

位（₇習の単位を㝖ࡃ。）ࡲでとする。たࡔし，指導教ဨが教育上有益であると認めたときは，この限りで

ない。 

（考ᰝ及び単位の授与） 

第㸷条 授業科目を履修した学生に対しては，ヨ験，研究ሗ࿌ࡑの他の᪉法により考ᰝを⾜う。 

２ 考ᰝは，ྛ学ᮇᮎに⾜う。 

３ 成⦼ホ౯の基‽及びホㄒについては，ḟのとおりとする。 

ุ定 成⦼ホ౯ ホㄒ 成⦼ホ౯基‽ 

ྜ格 １００㹼㸷０Ⅼ $$ 授業科目の฿㐩目ᶆを‶たしており，授業で㌟に付ける

 き以上のෆᐜを༑ศに修ᚓしている࡭

㸶㸷㹼㸶０Ⅼ $ 授業科目の฿㐩目ᶆを‶たしており，授業で㌟に付ける

 きෆᐜを༑ศに修ᚓしている࡭
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７㸷㹼７０Ⅼ % 授業科目の฿㐩目ᶆを‶たしており，授業で㌟に付ける

 きෆᐜを修ᚓしている࡭

６㸷㹼６０Ⅼ & 授業科目の฿㐩目ᶆを‶たしており，授業で㌟に付ける

 き᭱ప限のෆᐜを修ᚓしている࡭

୙ྜ格 ５㸷Ⅼ以ୗ ' 授業科目の฿㐩目ᶆを‶たしていない 

４ 考ᰝにྜ格した授業科目については，所定の単位を与える。 

（㏣ヨ験） 

第１０条 ᚷᘬ，⑓Ẽ，交㏻ᶵ関の事ᨾ等ࡸむをᚓない⌮⏤のため，ヨ験を受けることができなかࡗた学生に

対しては，㢪いฟにより研究科長の許可を受けたሙྜは，㏣ヨ験を⾜うことができる。 

（他の研究科又は学⎔及び他の大学院における履修等） 

第１１条 学則第１５条から第１５条の３ࡲでの規定により，༤ኈ前ᮇ課程の学生が履修した授業科目及び修

ᚓした単位୪びに他の大学院において編成する特別の課程における学修は，１０単位を限ᗘとして，第６条

第１項に規定する履修す࡭き授業科目及び単位として認定する。 

（入学前の既修ᚓ単位の認定） 

第１１条の２ 学則第１５条の４の規定により，༤ኈ前ᮇ課程の学生が入学前に履修した授業科目及び修ᚓし

た単位は，１０単位を限ᗘとして，第６条第１項に規定する履修す࡭き授業科目及び単位として認定するこ

とができる。 

（他の大学院等における研究指導） 

第１２条 学則第１７条の規定により，学生が他の大学院又は研究所等（外国の大学院等を含む。）において，

必要な研究指導を受けることを認めることがある。たࡔし，༤ኈ前ᮇ課程の学生については，当該研究指導

を受けるᮇ間は１ᖺを㉸えないものとする。 

（㐍学） 

第１３条 学則第３７条の規定により，༤ኈᚋᮇ課程に㐍学をᚿ㢪する者の選考は，教授఍においてᑂ議し，

学長が⾜う。 

２ 前項の選考᪉法については，別に定める。 

（♫఍人及び外国人留学生の特別選ᢤヨ験） 

第１４条 ♫఍人で入学をᚿ㢪する者又は外国人留学生として入学をᚿ㢪する者があるときは，学則第２４条

及び第２５条に規定する入学資格を有すると認められる者に限り，特別の入学考ᰝ（以ୗࠕ特別選ᢤࠖとい

う。）を⾜い，選考することができる。 

２ 前項の特別選ᢤについて必要な事項は，別に定める。 

（教育᪉法の特౛） 

第１５条 教授఍でᑂ議し，研究科長が教育上特別の必要があると認めるときは，ኪ間ࡑの他特定の᫬間又は

᫬ᮇにおいて授業又は研究指導を⾜う等の㐺当な᪉法により，教育を⾜うことができる。 
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（長ᮇ履修） 

第１５条の２ 学則第１６条の規定により，学生が修業ᖺ限を㉸えて一定ᮇ間にわたりィ⏬ⓗに履修すること

（以ୗࠕ長ᮇ履修ࠖという。）を希望するሙྜには，これを認めることがある。 

２ 長ᮇ履修に関し必要な事項は，別に定める。 

（学位ㄽᩥのᥦฟ） 

第１６条 学生は，学位ㄽᩥのᑂᰝを受けようとするときは，教授఍が指定するᮇ᪥ࡲでに，指導教ဨを⤒て，

学位規則による所定の書㢮を研究科長にᥦฟしなけれࡤならない。 

（᭱⤊ヨ験） 

第１７条 ༤ኈ前ᮇ課程の᭱⤊ヨ験は，第６条第１項に規定する履修す࡭き授業科目の単位を修ᚓし，かつ，

学位ㄽᩥをᥦฟした者について⾜う。 

２ ༤ኈᚋᮇ課程の᭱⤊ヨ験は，第６条第２項に規定する履修す࡭き授業科目の単位を修ᚓし，かつ，学位ㄽ

ᩥをᥦฟした者について⾜う。 

（課程修了の要௳） 

第１㸶条 ༤ኈ前ᮇ課程の修了の要௳は，当該課程に２ᖺ以上ᅾ学し，３０単位以上を修ᚓし，かつ，必要な

研究指導を受けた上，修ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ験にྜ格することとする。たࡔし，ᅾ学ᮇ間に関しては，

ඃれた業⦼を上ࡆた者については，１ᖺ以上ᅾ学すれࡤ㊊りるものとする。 

２ ༤ኈᚋᮇ課程の修了の要௳は，当該課程に３ᖺ以上ᅾ学し，１６単位以上を修ᚓし，かつ，必要な研究指

導を受けた上，༤ኈㄽᩥのᑂᰝ及び᭱⤊ヨ験にྜ格することとする。たࡔし，ᅾ学ᮇ間に関しては，ඃれた

業⦼を上ࡆた者については，１ᖺ以上ᅾ学すれࡤ㊊りるものとする。 

３ 第１項たࡔし書の規定によるᅾ学ᮇ間をもࡗて༤ኈ前ᮇ課程を修了した者及び他の大学院（他の研究科を

含む。）の༤ኈ前ᮇ課程又は修ኈ課程を２ᖺに‶たないᅾ学ᮇ間をもࡗて修了した者については，前項たࡔ

し書୰１ࠕᖺࠖとあるのはࠕ༤ኈᚋᮇ課程のᶆ‽修業ᖺ限３ᖺから༤ኈ前ᮇ課程又は修ኈ課程におけるᅾ学

ᮇ間をῶじたᮇ間ࠖとㄞ᭰ࡳえて，同項たࡔし書の規定を㐺⏝する。 

（学位の授与） 

第１㸷条 ༤ኈ前ᮇ課程又は༤ኈᚋᮇ課程を修了した者には，学位規則の定めるとこࢁにより，ࡑれࡒれ修ኈ

又は༤ኈの学位を授与する。 

２ 前項の学位に付グするᑓᨷศ㔝のྡ⛠は，༤ኈ前ᮇ課程にあࡗては⤒῭学又は⤒Ⴀ学のいずれかとし，༤

ኈᚋᮇ課程にあࡗては⤒Ⴀ学とする。 

（科目等履修生） 

第２０条 研究科の学生以外の者で，研究科が開設する授業科目のうち１又は複数の授業科目について履修を

希望する者があるときは，教授఍においてᑂ議し，学長が選考の上，科目等履修生として入学を許可するこ

とがある。 

（研究生） 

第２１条 研究科において特殊の事項について研究を希望する者があるときは，教授఍においてᑂ議し，学長

が選考の上，研究生として入学を許可することがある。 
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（特別聴講学生及び特別研究学生） 

第２２条 学則第４４条及び第４５条に定める特別聴講学生及び特別研究学生の入学の᫬ᮇは，学ᮇのጞめと

する。たࡔし，特別研究学生については，特別の事᝟があるときは，この限りでない。 

（外国人留学生） 

第２３条 学則第４６条及び長ᓮ大学外国人留学生規則（ᖹ成１６ᖺ規則第２０ྕ）に定めるものの࡯か，外

国人留学生に関し必要な事項は，別に定めることができる。 

（⿵則） 

第２４条 この規程の実᪋に関して必要な事項は，別に定める。 

㝃 則 

この規程は，௧࿴７ᖺ４᭶１᪥から᪋⾜する。 

別表第１（第５条関係） 

１ ༤ኈ前ᮇ課程（研究ࢫ࣮ࢥ）の授業科目及び単位数 

科目の༊ศ等 授業科目 単位数 

必修 選ᢥ 

基♏講⩏科目 ࣐ࣟࢡ⤒῭学 ２ 

学῭⤒ࣟࢡ࣑ ２ 

 ２ ࢫࢩࣜࢼ࢔࣭ࢱ࣮ࢹ

⤫ィ学 ２ 

⤒Ⴀ学 ２ 

఍ィ学 ２ 

特໬講⩏科目 ⤒῭⣔ 公ඹᨻ⟇特講 ２ 

ୡ⏺⤒῭ㄽ特講 ２ 

ᆅᇦ⤒῭特講 ２ 

開Ⓨ⤒῭学特講 ２ 

国㝿⤒῭ᨻ⟇特講 ２ 

⤒῭ᨻ⟇特講 ２ 

国㝿⤒῭学特講 ２ 

ປാ⤒῭学特講 ２ 

応⏝࣑ࣟࢡ⤒῭学特講 ２ 

⤒῭࣭⤒Ⴀྐ特講 ２ 

㈈ᨻ学特講 ２ 
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⌮ㄽ⤒῭学特講Ϩ ２ 

⌮ㄽ⤒῭学特講ϩ ２ 

応⏝⤫ィ学特講 ２ 

公ඹ⤒῭学特講 ２ 

ィ㔞⤒῭学特講 ２ 

応⏝数⌮特講 ２ 

 ㄽ特講 ２⌮࣒࣮ࢤ

⤒Ⴀ⣔ ⤒Ⴀ学ཎ⌮特講 ２ 

௻業⟶⌮特講 ２ 

人ⓗ資※⟶⌮特講 ２ 

⤒Ⴀ⤌⧊ㄽ特講 ２ 

⤒Ⴀᡓ␎ㄽ特講 ２ 

特講ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ ２ 

௻業ㄽ特講 ２ 

⤒Ⴀྐ特講 ２ 

⤒Ⴀ᝟ሗศᯒ特講 ２ 

数⌮ィ⏬法特講 ２ 

᭱㐺໬ࣔࣝࢹศᯒ特講 ２ 

㔠⼥࣭఍ィ࣭㈈ົ⣔ 㔠⼥࣒ࢸࢫࢩ特講 ２ 

㔠⼥ㄽ特講Ϩ ２ 

㔠⼥ㄽ特講ϩ ２ 

国㝿㔠⼥ㄽ特講 ２ 

ಖ㝤学特講 ２ 

⌧௦࣏࣮࢛࢜ࣜࣇࢺ⌮ㄽ特講 ２ 

㈈ົ఍ィ特講 ２ 

ཎ౯ィ⟬特講 ２ 

⌧௦఍ィ特講 ２ 

఍ィไᗘ特講 ２ 

⟶⌮఍ィ特講 ２ 

ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

࣭ࣥ法ᚊ⣔

᪥本࣭࢔ࢪ࢔国㝿関係特講 ２ 

␗ᩥ໬ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ特講 ２ 
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ẚ㍑公法特講 ２ 

⤒῭法特講 ２ 

⛒⛯法特講 ２ 

Ẹ法特講 ２ 

఍♫法特講 ２ 

₇習 ₇習 １０ 

ィ １０ １０６

２ ༤ኈ前ᮇ課程（⤒Ⴀ学修ኈࢫ࣮ࢥ）の授業科目及び単位数 

科目の༊ศ等 授業科目 単位数 

必修 選ᢥ 

 科目 ⤒Ⴀ学 ２ࢡࢵࢩ࣮࣋

఍ィ学 ２ 

 ２ ࢫࢩࣜࢼ࢔࣭ࢱ࣮ࢹ

⤒῭学 ２ 

ྲྀᘬ法 ２ 

科目ࢫ࣮ࢥ ⤒Ⴀᡓ␎ ２ 

⤒Ⴀ⤌⧊ ２ 

ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ ２ 

௻業ㄽ ２ 

人ⓗ資※⟶⌮ ２ 

⤒Ⴀ᝟ሗ ２ 

⤒῭࣭⤒Ⴀྐ ２ 

఍♫法 ２ 

㈈ົ఍ィ ２ 

⟶⌮఍ィ ２ 

ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭ࢺࢫࢥ ２ 

国㝿఍ィ ２ 

⌧௦࣏࣮２ ࢛࢜ࣜࣇࢺ 

㔠⼥２ ࣒ࢸࢫࢩ 

ࢫࣥࢼ࢖࢓ࣇ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ࢖ ２ 

ಖ㝤学 ２ 
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ᕷሙศᯒ࢔ࢪ࢔ ２ 

ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭ࢫࢿࢪࣅ࣭࢔ࢪ࢔ ２ 

₇習 ࣜࢻࢵࢯ࣓࣭ࢳ࣮ࢧ ２ 

࢖࣮࣋ࢧ࣭࣐࣮ࢸ ２ 

 ６ ࢕ࢹࢱࢫ࣭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ィ １６ ４０ 

別表第２（第５条関係） 

༤ኈᚋᮇ課程の授業科目及び単位数 

科目の༊ศ等 授業科目 単位数 

必修 選ᢥ 

ពᛮỴ定基♏ ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣉࢵࢺ特ㄽ ２ 

௻業⾜ືཎ⌮特ㄽ ２ 

 ㄽ特ㄽ ２⌮࣒࣮ࢤ

数⌮ィ⏬法特ㄽ ２ 

Ỵ定ศᯒ特ㄽ ２ 

⤒Ⴀ᝟ሗศᯒ特ㄽ ２ 

⤒῭࣭⤒Ⴀྐ特ㄽ ２ 

ពᛮỴ定応⏝ 人ⓗ資※⟶⌮特ㄽ ２ 

఍ィ学特ㄽ ２ 

௻業ࢫࣥࢼ࢖࢓ࣇ特ㄽ ２ 

㔠⼥࣒ࢸࢫࢩ特ㄽ ２ 

国㝿㔠⼥特ㄽ ２ 

国㝿⤒῭学特ㄽ ２ 

⌧௦ୡ⏺⤒῭特ㄽ ２ 

開Ⓨ⤒῭学特ㄽ ２ 

ປാ⤒῭学特ㄽ ２ 

公ඹ⤒῭学特ㄽ ２ 

 法特ㄽ ２ࢫࢿࢪࣅ

ᆅᇦ⤒῭特ㄽ ２ 

国㝿関係特ㄽ ２ 

₇習 ࢖࣮࣋ࢧ࣐࣮ࢸ ４ 
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₇習ࢳ࣮ࢧࣜ ６ 

特別₇習 ６ 

ィ １６ ３㸶 

別表第３（第６条関係） 

１ ༤ኈ前ᮇ課程（研究ࢫ࣮ࢥ）の履修᪉法 

科目の༊ศ等 修ᚓ単位数 ഛ考 

基♏講⩏科目 ４科目㸶単位以上 教授఍においてᑂ議し，研究科長が教育上

有益と認めるときは，修ᚓす࡭き単位数の

඲㒊又は一㒊を特໬講⩏科目の単位で௦え

ることができる。 

特໬講⩏科目 ６科目１２単位以上 

₇習 １０単位 

ィ ３０単位以上 

２ ༤ኈ前ᮇ課程（⤒Ⴀ学修ኈࢫ࣮ࢥ）の履修᪉法 

科目の༊ศ等 修ᚓ単位数 ഛ考 

のࢫࢩࣜࢼ࢔࣭ࢱ࣮ࢹ科目 ４科目㸶単位以上 ⤒Ⴀ学，఍ィ学及びࢡࢵࢩ࣮࣋

３科目６単位を含むこと。 

科目ࢫ࣮ࢥ ６科目１２単位以上 

₇習 １０単位 ࣜ２ࢻࢵࢯ࣓࣭ࢳ࣮ࢧ単位，࣮ࢧ࣭࣐࣮ࢸ

６࢕ࢹࢱࢫ࣭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ２単位及び࢖࣋

単位のィ１０単位とすること。

ィ ３０単位以上 

別表第４（第６条関係） 

༤ኈᚋᮇ課程の履修᪉法 

科目の༊ศ等 修ᚓ単位数 ഛ考 

ពᛮỴ定基♏科目 す࡭て選ᢥ科目とする。 

ពᛮỴ定応⏝科目 す࡭て選ᢥ科目とする。 

₇習 １６単位 ４࢖࣮࣋ࢧ࣐࣮ࢸ単位，ࣜ₇ࢳ࣮ࢧ習６単

位及び特別₇習６単位のィ１６単位とする

こと。

ィ １６単位以上 
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㸵 長崎大学大学院⤒῭学◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢ学఩ᑂᰝ࡟క࠺ㄽᩥሗ࿌఍ 

ཬࡧㄽᩥᥦฟ➼࡟㛵ᢅྲྀࡿࡍせ㡿 

ᖹ成１７ᖺ㸶᭶３᪥ 教授఍Ỵ定 

（㊃᪨） 

第１条 このྲྀᢅ要㡿は，長ᓮ大学学位規則（以ୗࠕ規則ࠖという。），長ᓮ大学大学院⤒῭学研究科規程（以

ୗࠕ研究科規程ࠖという。）及び長ᓮ大学大学院⤒῭学研究科学位ᑂᰝ規程（以ୗࠕᑂᰝ規程ࠖという。）

に基づき，学位ᑂᰝにకうㄽᩥሗ࿌఍及びㄽᩥᥦฟ等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（ㄽᩥሗ࿌఍） 

第２条 ㄽᩥのᑂᰝを受けようとする者は，࢖࣮࣋ࢧ࣐࣮ࢸሗ࿌，特別₇習୰間ሗ࿌及び༤ኈㄽᩥ୰間ሗ࿌

の㡰に３ᅇのㄽᩥሗ࿌఍にཧຍし，Ⓨ表を⤊えなけれࡤ，ணഛᑂᰝㄽᩥをᥦฟすることができないものと

する。

２ ㄽᩥሗ࿌఍は，ཎ則として，ḟのྛྕに定める᫬ᮇに開ദするものとし，ఱれのሗ࿌఍もⓎ表２０ศ，

㉁␲応⟅１０ศの᫬間㓄当で⾜う。᫬ᮇのヲ⣽は，教授఍が別に定める。 

��� （のいずれかの᫬間࢖࣮࣋ࢧ࣐࣮ࢸ）࣮ࢱࢫ࣓ࢭሗ࿌఍ １ᖺḟの第２࢖࣮࣋ࢧ࣐࣮ࢸ

��� 特別₇習୰間ሗ࿌఍ ２ᖺḟの第２࣮ࢱࢫ࣓ࢭ（特別₇習のいずれかの᫬間）

��� ༤ኈㄽᩥ୰間ሗ࿌఍ ３ᖺḟの第１࣮ࢱࢫ࣓ࢭ（特別₇習のいずれかの᫬間）

３ 研究科規程第１㸶条第１項たࡔし書きの規定（᪩ᮇ修了）により課程修了の認定を受けようとする者の

ሗ࿌఍については，教授఍が別に定める。 

４ 前項ࡲでのሗ࿌఍について，ḟのいずれかの事⏤によりⓎ表できないሙྜは，ཎ則としてሗ࿌఍の７᪥

前ࡲでに所定の様ᘧ（別⣬１）に証明書等をῧ付したうえで，指導教ဨを⤒て研究科長にሗ࿌఍のኚ᭦を

⏦しฟることができる。たࡔし，✺Ⓨⓗな事⏤のሙྜは，ሗ࿌఍の７᪥ᚋࡲでに⏦しฟるものとする。 

��� ⑓Ẽ࣭負യ

��� ᑵ⫋ヨ験（ෆ定ᘧを㝖ࡃ。），国ᐙヨ験（⛯⌮ኈ等）

��� ᚷᘬ

��� 交㏻ᶵ関の࢟࢖ࣛࢺࢫ等

��� ୙៖の⅏ᐖ

��� 。の他研究科㐠Ⴀጤဨ఍においてṆむをᚓない事⏤と認められたものࡑ

（ணഛᑂᰝㄽᩥのᥦฟ等） 

第３条 課程修了の認定を受けようとする者は，事前にணഛᑂᰝにྜ格しなけれࡤならない。 

２ ணഛᑂᰝㄽᩥのᥦฟ᫬ᮇは，３ᖺḟの１１᭶又は５᭶のいずれかとする。ᥦฟ᫬ᮇのヲ⣽は，教授఍が

別に定める。 

３ 研究科規程第１㸶条第１項たࡔし書きの規定（᪩ᮇ修了）により課程修了の認定を受けようとする者の

ㄽᩥᥦฟ᫬ᮇは，教授఍が別に定める。 

４ 課程修了の認定を受けようとする者は，第２項に基づきḟにᥖࡆる書㢮を，指導教ဨを⤒て，研究科長
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にᥦฟするものとする。 

��� ணഛᑂᰝ㢪（別⣬様ᘧ第１ྕ） ３㒊

��� ணഛᑂᰝ⏝ㄽᩥ（㸿４ุᶓ書（１⾜４０Ꮠ�３０⾜），᪥本ㄒ６０，０００Ꮠ以上又はⱥㄒ１㸶，０

００ㄒ以上） ３㒊 

��� ㄽᩥ目㘓（別⣬様ᘧ第２ྕ） ３㒊

��� ㄽᩥෆᐜの要᪨（別⣬様ᘧ第３ྕ）（᪥本ㄒ２，０００Ꮠ以ෆ又はⱥㄒ１，２００ㄒ以ෆ） ３㒊

５ ணഛᑂᰝ⏝ㄽᩥは，ཧ考ㄽᩥを基♏にస成されたものとする。 

��� ཧ考ㄽᩥは，学位ㄽᩥの基♏となࡗたㄽᩥで，学術ㄅに公表された（公表がỴ定された）ものとする。

��� 前ྕの公表ㄽᩥは，単ⴭで１編以上とし，うち１編は，ᰝㄞありのものとする。

６ 研究科長は，ணഛᑂᰝㄽᩥの受⌮及びணഛᑂᰝጤဨの選ฟ（ᑂᰝ規程第１３条‽⏝）について教授఍に

付議しなけれࡤならない。 

なお，ணഛᑂᰝጤဨの୺ᰝは指導教ဨを඘て，๪ᰝは๪指導教ဨを㝖ࡃものとする。 

７ ணഛᑂᰝは，ணഛᑂᰝฟ㢪者ࡈとにཎ則としてⓎ表４０ศ，ཱྀ㢌ヨၥ㸶０ศとし，別㏵ᑂᰝጤဨによる

ᑂᰝ協議２０ศの᫬間㓄当で⾜う。 

㸶 ணഛᑂᰝጤဨは，所定のᮇ᪥ࡲでに学位⏦ㄳ資格，学位ㄽᩥとしてのᙧᘧ等の㐺ྜᛶについてᑂᰝし，

 。の⤖ᯝを研究科長にሗ࿌（別⣬様ᘧ第４ྕ）するものとするࡑ

㸷 研究科長は，ணഛᑂᰝጤဨからのሗ࿌に基づき教授఍の議を⤒て，ࡑのุ定⤖ᯝを㏿ࡸかにฟ㢪者に㏻

▱するものとする。 

（学位ㄽᩥのᥦฟ等） 

第４条 前条によるྜ格者は，ḟにᥖࡆる書㢮を指導教ဨを⤒て，研究科長にᥦฟするものとする。 

��� 学位ㄽᩥᑂᰝ㢪（ᑂᰝ規程別グ様ᘧ第２ྕ） ３㒊

��� 学位ㄽᩥ ３㒊（㸿４ุᶓ書（１⾜４０Ꮠ�３０⾜，ᕥഃవⓑ３㹡㹫以上），᪥本ㄒ６０，０００Ꮠ

以上又はⱥㄒ１㸶，０００ㄒ以上）（他にᑂᰝ⏝として必要㒊数をῧ付すること。）

��� ㄽᩥ目㘓（ᑂᰝ規程別グ様ᘧ第３ྕ） ３㒊

��� ㄽᩥෆᐜの要᪨（᪥本ㄒ２，０００Ꮠ以ෆ又はⱥㄒ１，２００ㄒ以ෆ） ３㒊

（他にᑂᰝ⏝として必要㒊数をῧ付すること。） 

��� ཧ考ㄽᩥ ３㒊

２ 学位ㄽᩥは，ཧ考ㄽᩥを基♏にస成されたものとする。 

���ཧ考ㄽᩥは，学位ㄽᩥの基♏となࡗたㄽᩥで，学術ㄅに公表された（公表がỴ定された）ものとする。 

��� 前ྕの公表ㄽᩥは，単ⴭで１編以上とし，うち１編は，ᰝㄞありのものとする。

３ 第１項の書㢮のᥦฟ᫬ᮇは，３ᖺḟの１᭶又は７᭶のいずれかとする。ᥦฟ᫬ᮇのヲ⣽は，教授఍が別

に定める。 

４ 研究科長は，ㄽᩥの受⌮及び学位ᑂᰝጤဨの選ฟについて教授఍に付議しなけれࡤならない。 

５ ᑂᰝ規程第１３条第２項に規定する学位ᑂᰝጤဨは，指導教ဨ及びㄽᩥのෆᐜに関㐃する教育研究ศ㔝

の教ဨ�研究指導担当㐺格者�とする。 
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たࡔし，๪ᰝのうち１人は，指導教ဨをもࡗて඘てる。 

６ 学位ᑂᰝは，ฟ㢪者ࡈとにཎ則としてⓎ表４０ศ，ཱྀ㢌ヨၥ㸶０ศとし，別㏵ᑂᰝ協議２０ศの᫬間㓄

当で⾜うものとする。 

７ 学位ᑂᰝጤဨは，所定のᮇ᪥ࡲでにㄽᩥᑂᰝ及び᭱⤊ヨ験の⤖ᯝを研究科長にሗ࿌�別グ様ᘧ第５ྕ及び

第６ྕ�するものとする。 

㸶 研究科長は，前項のሗ࿌に基づき教授఍に付議しなけれࡤならない。 

（ㄽᩥのయ⿢） 

第５条 ᑂᰝ規程第１１条に規定するㄽᩥのయ⿢は，ḟのྛྕに定めるとおりとする。 

１ 学位ㄽᩥ（以ୗࠕㄽᩥࠖという。）の౑⏝ゝㄒは，᪥本ㄒをཎ則とする。なお，ⱥㄒ 

については⏦しฟにより考៖することがある。 

２ ㄽᩥのᏐ数（表⣬，目ḟ，ㄽᩥ要᪨を㝖ࡃ。）は，᪥本ㄒによるሙྜは６０，０００Ꮠ以上（㸿４⏝⣬で，

ᶓ書き，ᶓ４０Ꮠ，３０⾜をᶆ‽とし，ᅗ，表，ὀ，数ᘧ等については指導教ဨと相ㄯの上，ᑓᨷ㡿ᇦに

おける学術上の័౛にしたがࡗて㐺ᐅ換⟬），ⱥㄒによるሙྜは１㸶，０００ㄒ以上（㸿４⏝⣬で，２５⾜

をᶆ‽とし，ᅗ，表，ὀ，ཧ考ᩥ⊩，数ᘧ等については指導教ဨと相ㄯの上，ᑓᨷ㡿ᇦにおける学術上の

័౛にしたがࡗて㐺ᐅ換⟬）とする。ㄽᩥෆᐜの要᪨のᏐ数は，᪥本ㄒによるሙྜは２，０００Ꮠ以ෆ，

ⱥㄒによるሙྜは１，２００ㄒ以ෆとする。 

たࡔし，ㄽᩥのᏐ数（ㄽᩥෆᐜの要᪨のᏐ数も含む。）は，ㄽᩥᥦฟ前に⏦しฟによりᑓᨷศ㔝，ㄽᩥの

ෆᐜ等を຺᱌して考៖することがある。 

３ 前項たࡔし書きの考៖をồめる者は，所定の様ᘧにより指導教ဨを⤒て研究科長の許可を受けなけれࡤ

ならない。 

４ ㄽᩥ及びㄽᩥෆᐜの要᪨は，所定の⏝⣬を౑⏝し，࣮࣡ࣟࣉ又はࣥࢥࢯࣃί書とする。ࡑのሙྜの⏝⣬

は，㸿４∧（１⾜４０Ꮠ�３０⾜），ᕥഃవⓑ３㹡㹫以上とする。 

５ ㄽᩥᑂᰝ㢪，ㄽᩥ目㘓及びㄽᩥෆᐜの要᪨の様ᘧは，別⣬のとおりとする。 

６ ㄽᩥのṇ本は，ḟによりస成するものとする。 

��� 長ᮇಖᏑに⪏えうるよう，ṇᘧ⿦୎する。

��� 表⣬には，別ᅗのようにㄽᩥ㢟ྡ，ᑓᨷྡ及びẶྡをグ㍕する。

��� 表⣬のⰍは㯮，ᩥᏐは㔠ᩥᏐとする。

��� 〇本費⏝は，本人負担とする。

７ ㄽᩥのṇ本は，㝃ᒓᅗ書㤋⤒῭学㒊ศ㤋でಖᏑする。 

（⿵則） 

第６条 ࡑの他この要㡿によりがたい事項が生じたときは，教授఍がỴ定する。 

㝃 則 

１ この要㡿は，௧࿴７ᖺ４᭶１᪥から᪋⾜する。 

２ ௧࿴７ᖺ３᭶３１᪥⌧ᅾ本学にᅾ学している者については，なおᚑ前の౛による。
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（別⣬ �） 

  ௧࿴  ᖺ  ᭶   ᪥ 

⤒῭学研究科長 Ẋ  

長ᓮ大学大学院⤒῭学研究科 

学生␒ྕ 

Ặ  ྡ   ༳ 

ሗ࿌఍のኚ᭦について 

  ⚾のሗ࿌఍について，以ୗのとおりኚ᭦をお認め㡬きࡲすようお㢪いしࡲす。 

 ሗ࿌఍の✀㢮㸸

ኚ᭦⌮⏤㸸  

 指導教ဨのពぢ

  指導教ဨ⨫ྡ 

ኚ᭦ᚋのሗ࿌఍᪥ 

ሗ࿌఍఍ሙ 

教ົ担当教ဨ⨫ྡ 
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 㸷 長崎大学大学院⤒῭学◊✲⛉ࡿࡅ࠾࡟長ᮇᒚಟ࡟࠸ᢅྲྀࡢ㛵ࡿࡍෆつ 

ᖹ成１㸷ᖺ３᭶５᪥ 研究科㐠Ⴀጤဨ఍Ỵ定 

（㊃᪨）  

第１条 このෆ規は，長ᓮ大学における長ᮇ履修のྲྀᢅいに関する規程（以ୗࠕ長ᮇ履修規程ࠖという。） 

及び長ᓮ大学大学院⤒῭学研究科規程第１５条の２の規定に基づき，長ᓮ大学大学院⤒῭学研究科 

（以ୗࠕ本研究科ࠖという。）における長ᮇにわたる教育課程の履修に関し必要な事項を定めるもの 

とする。  

（対象者）  

第２条 長ᮇ履修を⏦しฟることができる者は，ḟのྛྕのいずれかに該当する者でᶆ‽修業ᖺ限ෆで 

の修学がᅔ㞴な事᝟にあるものとする。たࡔし，ཎ則として，ᅾ学ᮇ間を㏻⟬したᖺ数がᶆ‽修業ᖺ 

限における᭱⤊ᖺḟとなる者を㝖ࡃ。  

��� ⫋業を有し，ᑵ業している者（ཎ則としてᖖ໅㞠⏝者に限る。）

��� ᐙ事，育ඣ，௓ㆤ等にᚑ事している者

��� 㞀ᐖのある者

��� の他相当の事⏤があると学長が認めた者ࡑ

（長ᮇ履修のᮇ間）  

第３条 長ᮇ履修のᮇ間は，ᶆ‽修業ᖺ限の２ಸを㉸えない⠊ᅖにおいて，学ᮇを単位として認める。 

（ᅾ学ᮇ間及びఇ学ᮇ間）  

第４条 長ᮇ履修を認められた者のᅾ学ᮇ間及びఇ学ᮇ間は，長ᮇ履修規程第４条及び第５条の定める 

とこࢁによる。 

（ᡭ⥆）  

第５条 長ᮇ履修を希望する者は，ḟのྛྕにᥖࡆるᮇ᪥ࡲでに，長ᓮ大学長ᮇ履修規程第６条に定める 

別⣬⏦ㄳ書により，研究科長を⤒て学長に⏦しฟるものとする。 

��� ᪂たに入学する者で長ᮇ履修の㐺⏝を入学᫬から希望する者 本研究科が指定する᪥

��� ᅾ学生で長ᮇ履修の㐺⏝を第１࣮ࢱࢫ࣓ࢭから希望する者

当該࣮ࢱࢫ࣓ࢭの┤前の２᭶ᮎ᪥（ࡑの᪥がᅵ᭙᪥又は᪥᭙᪥のሙྜは，┤㏆の㔠᭙᪥）

��� ᅾ学生で長ᮇ履修の㐺⏝を第２࣮ࢱࢫ࣓ࢭから希望する者

当該࣮ࢱࢫ࣓ࢭの┤前の㸶᭶ᮎ᪥（ࡑの᪥がᅵ᭙᪥又は᪥᭙᪥にあたるときには，┤㏆の㔠᭙᪥）

２ 学長は，前項の⏦しฟがあࡗたときは，教授఍の議を⤒て，長ᮇ履修を認めるものとする。 

（履修ᙧែのኚ᭦）  

第６条 長ᮇ履修のᮇ間のኚ᭦及び▷⦰（長ᮇ履修のྲྀりࡸめを含む。以ୗ同じ。）については，長ᮇ 

履修規程第７条の定めるとこࢁによる。 
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２ 前項におけるᮇ間の▷⦰を⏦しฟる者は，ḟのྛྕにᥖࡆるᮇ᪥ࡲでに長ᓮ大学長ᮇ履修規程第６条に 

定める別⣬⏦ㄳ書により，研究科長を⤒て学長に⏦しฟるものとする。たࡔし，ᶆ‽修業ᖺ限࡬の▷⦰ （長

ᮇ履修のྲྀりṆめ）についてのᥦฟᮇ限は，᭱⤊ᖺḟにおける本項第２ྕにᥖࡆるᮇ᪥とする。 

��� ▷⦰の㐺⏝を第１࣮ࢱࢫ࣓ࢭから希望する者 

当該࣮ࢱࢫ࣓ࢭの┤前の２᭶ᮎ（ࡑの᪥がᅵ᭙᪥又は᪥᭙᪥のሙྜは，┤㏆の㔠᭙᪥） 

��� ▷⦰の㐺⏝を第２࣮ࢱࢫ࣓ࢭから希望する者 

当該࣮ࢱࢫ࣓ࢭの┤前の㸶᭶ᮎ᪥（ࡑの᪥がᅵ᭙᪥又は᪥᭙᪥のሙྜは，┤㏆の㔠᭙᪥） 

３ 学長は，前項の⏦しฟがあࡗたときは，教授఍の議を⤒て，長ᮇ履修のᮇ間の▷⦰を認めるものとする。  

（認定の㏻▱）  

第７条 第５条及び第６条による認定の可ྰは，本人あてにᩥ書により㏿ࡸかに㏻▱するものとする。 

（教育課程の編成及び履修指導）  

第㸶条 長ᮇ履修を認められた者に係る教育課程の編成は，本研究科が定めた履修᪉法をᙎຊⓗに㐠⏝するも

のとし，長ᮇ履修に限定した教育課程の編成は⾜わないものとする。  

２ 長ᮇ履修を認定された者に対する履修指導は，本人及び指導教ဨと相ㄯのうえ研究科㐠Ⴀጤဨ఍が⾜う。 

  

（授業料）  

第㸷条 長ᮇ履修を認められた者に係る授業料のྲྀᢅいについては，長ᮇ履修規程第㸶条の定めるとこࢁによ

る。  

㝃 則  

１ このෆ規は，ᖹ成１㸷ᖺ３᭶５᪥から᪋⾜する。  

２ ᖹ成１㸷ᖺᗘの第１࣮ࢱࢫ࣓ࢭからの㐺⏝に係る長ᮇ履修を⏦ㄳするᅾ学生のᥦฟᮇ限は，第５条第１項

第２ྕの規定にかかわらず，ᖹ成１㸷ᖺ３᭶２２᪥とする。  

  㝃 則  

このෆ規は，௧࿴３ᖺ３᭶１０᪥から᪋⾜する。 

  㝃 則 

このෆ規は，௧࿴５ᖺ５᭶１７᪥から᪋⾜し，ᨵṇᚋの長ᓮ大学大学院⤒῭学研究科における長ᮇ履修のྲྀ

ᢅいに関するෆ規の規定は，௧࿴５ᖺ４᭶１᪥から㐺⏝する。 

― 86 ―



Ⅴ 図書館利用案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㝃ᒓᅗ᭩㤋⤒῭学㒊ศ㤋฼⏝᱌ෆ

開㤋᫬間 ᭶㹼㔠᭙᪥  ����㹼����� 

たࡔし，ఇ業ᮇ等   ����㹼����� 

ᅵ᭙࣭᪥᭙࣭⚃᪥   �����㹼����� 

ఇ㤋᪥ ᖺᮎᖺጞ等 

㐃⤡ඛ 7(/  ��������������┤㏻� ෆ⥺ ��� 

)$;  �������������

(�PDLO  HFRQOLE㸾PO�QDJDVDNL�X�DF�MS

㝃ᒓᅗ書㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ             KWWS���ZZZ�OE�QDJDVDNL�X�DF�MS� 

㝃ᒓᅗ書㤋⤒῭学㒊ศ㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ KWWS���ZZZ�OE�QDJDVDNL�X�DF�MS�XVH�HFR� 

   �ͤOE は，える࣭び࣮� 

ධ ㏥ 㤋 

ۑ ᅗ書㤋࡬入る

入㤋には学生証が必要です。

学生証を入㤋ࢺ࣮ࢤの࣮࣮࢝ࢲ࣮ࣜࢻに᥋ゐさせるとࢺ࣮ࢤが開き，入㤋できࡲす。

ۑ ᅗ書㤋からฟる

。さいࡔࡃからฟてࠖࢺ࣮ࢤ㏥㤋ࠕ

，す。ᅗ書㤋資料の㈚ฟᡭ⥆きをしないで㏻㐣するとࡲにはᅗ書↓᩿ᣢฟ㜵Ṇ⿦⨨がありࢺ࣮ࢤ

㆙࿌࣮ࢨࣈがなり࣮ࣂがࣟࢡࢵされࡲす。（ὀព㸸↓᩿ᣢちฟしは≢⨥⾜Ⅽです）

ὀ㸸ᦠᖏ㟁ヰ࣭㟁༟な࡝の㟁Ꮚᶵჾ㢮に཯応し，࣮ࢨࣈがなることがありࡲす。

ᡭⲴ≀な࡝の☜認にࡈ協ຊࡔࡃさい。 

㈚ฟ࡜㏉༷ 

ۑ ೉りる᪉法

本を೉りるには，学生証が必要です。࣮࢝࢘ࣥࢱᶓのᅗ書⮬ື㈚ฟ⿦⨨（ࣇࣝࢭᘧ）が౽฼です。

㈚ฟ෉数とᮇ間

�� ෉࣭� 㐌間 ೉りることができࡲす。�書ᗜෆ資料は �� ෉࣭�� ᪥�

ͤ୰ኸᅗ書㤋࣭་学ศ㤋のᅗ書も೉りることができࡲす。

ͤ㈚ฟᮇ間のᘏ長は他の฼⏝者のண⣙がなけれࡤ，� ᅇࡲで可⬟です。

ᘏ長ᡭ⥆きは，࢝࢘ࣥࡲ࣮ࢱたはᅗ書㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪから⾜うことができࡲす。

ͤ学位ㄳồㄽᩥᇳ➹⏝に⤒῭学㒊ศ㤋資料に限り � ෉��� ᪥間の㈚ฟもできࡲす。

ۑ 返༷する᪉法

。さいࡔࡃ⏝฼ࡈをࢺࢫさい。㛢㤋୰は，入ཱྀの返༷࣏ࡔࡃ返༷して࡬࣮ࢱࣥ࢘࢝

୰ኸᅗ書㤋࣭་学ศ㤋に返༷することもできࡲす。

ὀ㸸返༷ᮇ限を㐣ࡂると᪂たに本を೉りることができなࡃなりࡲす。
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㈨ᩱ࡜タഛ 

ۑ � 㝵

࣭㎡書࣭事඾，ᖺ㚷࣭ⓑ書な࡝のཧ考ᅗ書

࣭᪂╔ᅗ書

࣭᪂╔㞧ㄅ

࣭᪂⪺

࣮ࢱ࣭ࣥ࢘࢝

ࢬࣥࣔࢥ࣭ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛ

学習ᐊࣉ࣮ࣝࢢ࣭

࣭学生⏝ࣥࢥࢯࣃ�� ྎ�

࣭↓⥺ /$1

࣭ⶶ書検⣴⏝ࣥࢥࢯࣃ��ྎ�

�でのᡭ⥆きが必要࣮ࢱࣥ࢘࢝�ᶵ࣮ࣆࢥᶵ࣭校費࣮ࣆࢥ⏝ව࣮ࢱࣥࣜࣉ࣭

࣭㍍㣗⏝⮬ື㈍኎ᶵ

࣭長ᓮ学資料ᒎ♧ᐊ

ۑ � 㝵

࣭㜀ぴᐊ

࣭学習ᅗ書�ࢫࣂࣛࢩᅗ書࣭࣏࣮ࣞࢺస成ᨭ᥼ᅗ書࣭ᑵ⫋㐍学ᨭ᥼ᅗ書࣭ㄒ学ᅗ書࣭㒓ᅵ資料な࡝�

࣭'9'

࣭᪂╔㞧ㄅ

࣭ⶶ書検⣴⏝ࣥࢥࢯࣃ（� ྎ）

࣭↓⥺ /$1

࣭㈗㔜書収ⶶᗜ

ۑ 書ᗜ

࣭� ᒙ㸸ὒᅗ書࣭ᪧ㧗ၟ᫬௦のὒᅗ書

࣭� ᒙ㸸ὒ㞧ㄅ࣭ᪧ㧗ၟ᫬௦の࿴ᅗ書

࣭� ᒙ㸸࿴ᅗ書࣭࿴㞧ㄅ

ۑ ᆅୗ

࣭ከ目ⓗᐊ

࣭明἞大ṇ᫛࿴ᮇ᪂⪺ᗜ

㈨ᩱࡢ᥈ࡋ᪉ 

ۑ 書ᯫで᥈す

ᅗ書は୺㢟別�᪥本༑㐍ศ㢮法�で㓄ᯫされていࡲす。 

ۑ 23$&�で᥈す�目㘓ࣥ࢖ࣛࣥ࢜

ᅗ書㤋の࣮࣒࣮࣍࣌ࢪにある 長ᓮ大学ᅗ書㤋 23$& から本学所ⶶをㄪ࡭られࡲす。 

ۑ 㟁Ꮚࢡࣥࣜࣝࢼ࣮ࣕࢪ㞟で᥈す

本学から඲ᩥを㜀ぴ可⬟な⣙ ������  。すࡲしていࣉࢵ࢔ࢺࢫをࣜࣝࢼ࣮ࣕࢪの㟁Ꮚࣝࢺ࢖ࢱ

ۑ 㞟で᥈すࢡࣥࣜࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ

ㄽᩥ᝟ሗ࣭ⓒ科事඾࣭᪂⪺グ事な࡝のࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹをࣜࣉࢵ࢔ࢺࢫしていࡲす。 
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 ࢫࣅ࣮ࢧᅗ᭩㤋ࡢ௚ࡢࡑ

ۑ �相ㄯཱྀ❆�ࢫࣅ࣮ࢧ࣭ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞ

࣭学習࣭ㄪᰝに必要な᝟ሗを᥈すおᡭఏいをしࡲす。

࡝資料の᥈し᪉，ཧ考ᅗ書の౑い᪉，ᩥ⊩のㄪᰝ࣭収㞟法なۼ

ۑ ᅗ書㤋࢞ࢫࣥࢲ࢖

࣭ᅗ書㤋の฼⏝，ᅗ書࣭㞧ㄅの検⣴᪉法，᪂⪺グ事，㟁Ꮚࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ，ࣝࢼ࣮ࣕࢪの฼⏝ㄝ明఍を⾜

。すࡲていࡗ

ۑ 他大学ᅗ書㤋の฼⏝

࣭学外のᅗ書㤋にᩥ⊩複෗ࡸᅗ書の೉⏝౫㢗ができࡲす�有料�

࣭他大学ᅗ書㤋を฼⏝するሙྜは，⤂௓≧をⓎ⾜しࡲす。

ۑ ⏝の฼ࣥࢥࢯࣃ

࣭学生⏝ࣥࢥࢯࣃ�長大 ,' が必要�とⶶ書検⣴⏝ࣥࢥࢯࣃが฼⏝できࡲす。

࣭↓⥺ /$1 長大�ࢫࣅ࣮ࢧ :L�)L�が㤋ෆ඲ᇦで฼⏝可⬟です。

す。（㤋ෆ฼⏝）ࡲでお㈚しし࣮ࢱは࢝࢘ࣥࢼࣕ࢟ࢫ࣭

,࣭&7 ��Ỉ㸸��㹼�࣮ࢱࣥ࢘࢝ ᫬�㔠㸸��㹼�� ᫬�ではࣥࢥࢯࣃに関するྛ✀㉁ၥ࣭ 相ㄯを受付けていࡲす。

ۑ ⏝ᶵの฼࣮ࣆࢥ

࣭� 㝵に࣮ࢱࣥࣜࣉව⏝の࣮ࣆࢥᶵがありࡲす。

࣭ᅗ書㤋の資料は，ⴭసᶒ法の⠊ᅖෆで࣮ࣆࢥできࡲす。ὀព事項をᏲࡗて฼⏝しࡲしࡻう�有料）

࣭校費࣮ࣆࢥᶵࡈ฼⏝の㝿は，࣮࢝࢘ࣥࢱでのᡭ⥆きが必要です。

ۑ ⏝学習ᐊの฼ࣉ࣮ࣝࢢ

࣭� 㝵に � ྡ㹼�� ྡ程ᗘのࣉ࣮ࣝࢢで学習できる㒊ᒇがありࡲす。

。さいࡔࡃ⏝฼ࡈのሙとしてࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹຮᙉ఍࣭ࡸ࣑ࢮ࣭

࣭ഛ付の大ᆺ࣮ࣔࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉࡸࢱࢽでࣥࢥࢯࣃの⏬㠃をᢞᙳฟຊすることができࡲす。

。すࡲでお㈚しし࣮ࢱは࣮࢝࢘ࣥࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉ

ۑ ㈗㔜資料ᒎ♧

࣭ᅗ書㤋の࣮࣒࣮࣍࣌ࢪから㟁Ꮚ໬された㈗㔜資料をぢることができࡲす。

࣭⤒῭学㒊ศ㤋のᒎ♧ᐊには，⤒῭学㒊の前㌟である長ᓮ㧗等ၟ業学校のṊ⸨長ⶶ༤ኈᪧⶶの資料な࡝

をᒎ♧していࡲす。ぢ学希望の᪉は事前にお⏦㎸ࡔࡃさい。

۔ ᅗ書㤋でᏲࡗてもらいたいこと
う㸟ࡻしࡲ㤋ෆでは㟼かにしۑ

㤋ෆでのᦠᖏ㟁ヰは⚗Ṇです㸟ۑ

㤋ෆでの㣧㣗は所定のሙ所で㸟ۑ
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Ⅵ 経済学部配置略図 
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